
 

（別紙２） 

評 価 基 準 書  
    

区分 評価項目 評価の視点 
評価得点 
〈最低水準点〉 

（１）趣旨の理解 ①趣旨の理解 

「まつやま農林水産物ブランド認定産品」を中心とした地元産品

の情報や活用方法を、効果的に情報発信し、地元食材の消費

拡大につなげるという趣旨を理解した提案内容となっているか。 

20 

〈8〉 

（２）実績 ①事業者の業務実績 
本業務に係る業務実績及び本業務に必要な知見、専門知識や

ノウハウを有しているか。 

40 

〈16〉 

（３）実施執行体制

とスタッフの適性 

①執行体制 

・業務執行のための人員配置及び役割分担が妥当か。 

・市との連絡、調整、進捗管理を速やかに行うことができる体制

か。 

・状況に応じて、迅速かつ臨機応変な対応ができる体制か。  40 

〈16〉 
②業務責任者、 

主要スタッフの適性 

・業務責任者及び主要スタッフが必要な知見、専門知識、ノウハ 

ウを有しているか。 

（４）事業計画等 

①実施方針 

（具体性・的確性） 

仕様書の業務内容について具体的な内容を提案しているか。 

180 

〈72〉 

業務完了までの事業計画は的確か。 

②企画内容 

【ウェブサイトのコンテンツの更新】 

・既存のコンテンツ内容を活かし、ユーザーが閲覧したくなる更

新内容となっているか。 

・「まつやまさんちの食卓」については、１回以上更新することに

なっているか。 

【Instagramのリール動画の制作】 

・リール動画を１０本程度制作することになっているか。 

・リール動画の内容は、アカウントへの関心度を高め、本市の農

林水産物の魅力をより多くの方に知ってもらえるようなものとなっ

ているか。 

・本アカウントのメインターゲットである「４０代前後の子育てをし

ている女性で、料理や食材などに興味・関心がある人」が閲覧し

たくなる内容となっているか。 

【誘引策の企画と実施】 

・誘引策を５回以上実施し、その内容は、特にウェブサイトへの

誘引を意識したものとなっているか。 

・誘引策それぞれに、目的やコンセプトを設定し、アクセス数や

フォロワー数増加のための効果的な手法となっているか。 

・同じような誘引策を機械的に実施するのではなく、誘引策の結

果や改善策を踏まえて、次回の誘引策を企画する提案になって

いたり、複数の手法（広告出稿やキャンペーン、外部メディアの

活用など）が検討されていたりするか。 

③実現可能性 実施計画や企画内容が、実現性の高いものか。 

（５）価 格    
令和８年度の履行期間の 

委託料の総額 
（消費税及び地方消費税を含む。） 

120点×｛１－見積額／提案限度価格｝ 

（小数点以下切捨て） 
120 

合 計 400 

※評価基準の各項目には最低水準点を設定し、選考委員の評価点の平均が最低水準点を下回る場合は、

失格とします。 

※価格の評価得点の最低水準点はありません。 


